
 

 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する 

法律の施行期日を定める政令の概要 

 

 

 

１．政令の概要  

 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正

法」という。）が通常国会で成立したことを踏まえ、その施行期日を定める。 

 

 

２．政令の内容  

 

 改正法は新たな規制措置の導入であり、事業者を始めとした関係者に対して広く周

知するとともに、準備期間を設けることが必要である。 

そのため、それぞれの規制措置に係る準備に必要な期間を考慮し、改正法の施行期

日を平成２２年４月１日とし、附則第１条第３号に定める規定については、平成２３

年４月１日とする。 

 

 

３．スケジュール  

 

閣     議：平成２１年１０月２７日 

公     布：平成２１年１０月３０日 
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